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（提案理由） 

 本件は、第１期京田辺市立幼稚園・保育所再編整備計画に基づき、令和６年

度から河原保育所分園を河原保育所へ、令和７年度から南山保育所を三山木保

育所へ統合することに伴い、京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例に

ついて所要の改正を行うため、提案するものである。 



京田辺市条例第  号 

 

京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（

案） 

 

第１条 京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和３９年京田辺市

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  別表設置場所の欄中「（分園）京田辺市東西ノ口５１番地」を削る。 

第２条 京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改

正する。 

別表名称の欄中「京田辺市立南山保育所」を削り、同表設置場所の欄中「

京田辺市三山木南山６３番地」を削る。 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和６年４月１日から、第２条の規定は令和７年

４月１日から施行する。 

 

 



京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改正案 現 行 改正理由 

［京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正（第１条関係）］ ［京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正（第１条関係）］  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

名称 設置場所 

京田辺市立河原保育所 京田辺市河原神谷６９番地 

京田辺市立草内保育所 京田辺市草内五反田２２番地の１ 

京田辺市立三山木保育所 京田辺市三山木中央五丁目４番地１他 

京田辺市立南山保育所 京田辺市三山木南山６３番地 
 

名称 設置場所 

京田辺市立河原保育所 京田辺市河原神谷６９番地 

（分園）京田辺市東西ノ口５１番地 

京田辺市立草内保育所 京田辺市草内五反田２２番地の１ 

京田辺市立三山木保育所 京田辺市三山木中央五丁目４番地１他 

京田辺市立南山保育所 京田辺市三山木南山６３番地 
 

 

 

河原保育所分園

を河原保育所へ

統合 

 

   

［京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正（第２条関係）］ ［京田辺市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正（第２条関係）］  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）  

名称 設置場所 

京田辺市立河原保育所 京田辺市河原神谷６９番地 

京田辺市立草内保育所 京田辺市草内五反田２２番地の１ 

京田辺市立三山木保育所 京田辺市三山木中央五丁目４番地１他 
 

名称 設置場所 

京田辺市立河原保育所 京田辺市河原神谷６９番地 

京田辺市立草内保育所 京田辺市草内五反田２２番地の１ 

京田辺市立三山木保育所 京田辺市三山木中央五丁目４番地１他 

京田辺市立南山保育所 京田辺市三山木南山６３番地 
 

 

 

 

 

南山保育所を三

山木保育所へ統

合 

   

 


